
税

市
税
の
納
付

　

7
月
31
日
㈭
は
固
定
資
産
税
第
2

期
分
の
納
期
限
で
す
。
忘
れ
ず
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
固
定
資
産
税
・
市
府
民
税

第
1
期
分
、
軽
自
動
車
税
（
種
別

割
）
全
期
分
の
納
期
限
は
過
ぎ
て
い

ま
す
の
で
、
ま
だ
納
付
し
て
い
な
い

人
は
、早
め
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
税
の
納
付
に
は
口
座
振

替
の
利
用
が
便
利
で
す
。

■
納
期
限
内
に
納
め
な
い
と
…
督
促

状
（
１
通
80
円
の
手
数
料
を
徴
収
）

に
よ
り
納
付
を
促
し
ま
す
。
ま
た
、

本
来
納
め
る
べ
き
税
額
の
ほ
か
に
延

滞
金
が
加
算
さ
れ
負
担
が
増
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

■
滞
納
が
続
く
と
…
納
期
限
ま
で
に

納
め
た
納
税
者
と
の
公
平
を
保
ち
、

大
切
な
市
税
収
入
を
確
保
す
る
た

め
、
や
む
を
得
ず
滞
納
し
て
い
る
人

の
財
産
（
不
動
産
、
給
与
、
預
貯
金

な
ど
）
を
調
査
の
う
え
、
差
押
さ
え

し
、
換
価
（
公
売
・
取
立
）
す
る
な

ど
の
滞
納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
滞
納
処

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
所
得
税
の
予
定
納
税（
第
１
期
分
）】

　

前
年
分
の
所
得
金
額
や
税
額
な
ど

を
基
に
計
算
し
た
予
定
納
税
基
準
額

が
15
万
円
以
上
と
な
る
場
合
に
は
、

原
則
、
こ
の
予
定
納
税
基
準
額
の
３

分
の
１
相
当
額
を
そ
れ
ぞ
れ
７
月

（
第
１
期
分
）
と
11
月
（
第
２
期
分
）

に
納
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
人
へ
は
、
６
月
中
旬

頃
に
書
面
ま
た
はe-Tax

メ
ッ
セ
ー

ジ
ボ
ッ
ク
ス
（
電
子
通
知
を
希
望
し

た
人
の
み
）を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、予
定
納
税
は
振
替
納
税
（
※
）

の
対
象
で
す
の
で
、
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

（
※
）
…
前
に
税
務
署
へ
届
け
出
た

預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
引
落
し
に
よ

り
納
付
手
続
が
完
結
し
ま
す
。

問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署　
　

（
☎
4
6
2
・
3
4
7
1
）

納
税
協
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
は
じ
め
て
の
複
式
簿
記（
入
門
編
）】

　
こ
の
教
室
は
、
泉
佐
野
税
務
署
と
共

催
で
、
初
め
て
簿
記
を
学
ぶ
個
人
事
業

者
の
人
を
対
象
に
、
簿
記
の
基
礎
知
識

と
複
式
簿
記
で
の
記
帳
に
至
る
ま
で

を
4
回
に
分
け
て
開
催
し
ま
す
。

  

経
営
の
充
実
お
よ
び
青
色
申
告
特

別
控
除
55
万
円
（
65
万
円
）
適
用
の

た
め
に
も
、
複
式
簿
記
で
の
記
帳
を

学
ぶ
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

日
時　

9
月
2
日
㈫
・
5
日
㈮
・
9

日
㈫
・
12
日
㈮ 

午
後
１
時
〜
4
時

対
象　

個
人
事
業
者
（
事
業
専
従
者

を
含
む
）

定
員　

30
人
（
先
着
順
）

講
師　

㈱
N
K
サ
ポ
ー
ト
派
遣
講
師

教
材
費　

2
，
6
４
０
円　

場
所
・
申
込
・
問
合
先　

7
月
4

日
㈮
〜
8
月
8
日
㈮
に
電
話
、
e

メ
ー
ル
（izum

isano@
nk-net.

co.jp

）
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
（
公
社
）
泉
佐
野
納
税
協
会
（
☎

４
６
２・
０
６
３
４ 

）
へ

処分内容 令和4年度 令和５年度 令和6年度

差
押
不動産 26 32 53

預貯金など債権 560 577 595

交付要求 90 91 104

抵当権の設定 0 0 0

公
売
不動産 0 0 1

動産 10 3 0

▶
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

　

納
付
の
納
付
手
続

分
は
最
終
手
段
で
す
。
こ
の
よ
う
な

こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
、
市
税
は

納
期
限
内
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

■
滞
納
処
分
の
状
況
（
件
）

税問合
先　

税
務
課

広　告

この広告掲載についてのお問い合わせは、株式会社 宣成社（☎06-6222-6888）へ

▶
（
公
社
）
泉
佐
野

納
税
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

この広告掲載についてのお問い合わせは、株式会社 ウィット（☎ 072-668-3275）へ
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国民健康保険　若年者基本健診

国民健康保険

限
度
額
適
用
認
定
証

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
お
り

次
の
①
〜
③
に
該
当
す
る
人
は
、
申

請
に
よ
り
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

（
住
民
税
非
課
税
の
国
保
世
帯
に
属

し
て
い
る
人
は
「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」）
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

①
70
歳
未
満
の
人

高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　

70
歳
〜
74
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保

険
に
加
入
の
人
（
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
の
人
は
除
く
。）に
は
、「
国

民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
を
交

付
し
て
い
ま
す
。
8
月
1
日
㈮
以
降

有
効
の
高
齢
受
給
者
証
は
7
月
中
に

送
付
し
ま
す
。（
更
新
手
続
き
は
不

要
）

※
来
年
7
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
な

る
人
は
誕
生
日
の
前
日
ま
で
有
効

場所　健診センター
対象　15歳以上40歳未満（今年度中に40歳になる人は対象外）の泉佐野市
国民健康保険加入者
※妊娠中の人は対象外
定員　各時間10人（先着順）
自己負担金　1,000円
申込　
①・②：7月7日㈪～30日㈬（日曜日、祝日除く）
③：9月3日㈬～29日㈪（日曜日、祝日除く）
に電話（ 0120-188-489）で。右記の二次元コード
（https://www.aitel-reservation.jp/izumisanocity-
osaka/）からも申込可
※申込後の変更、キャンセルも上記申込先で受付となります。
問合先　
●国保年金課
●健康推進課（一時保育〔事前予約制・先着順〕は若年者基本健診申込後に
健康推進課で受付します）
※詳しくは問い合わせてください。

健診日 時間

①8月24日㈰
②8月25日㈪
③10月27日㈪

9:00～9:15

9:15～9:30

9:30～9:45

9:45～10:00

10:00～10:15

10:15～10:30

10:30～10:45

10:45～11:00

11:00～11:15

11:15～11:30

◀
さ
の
テ
ル

　子宮がん検診（頸部のみ・自己負
担金800円・各時間4人）も同時に
受診できます。

②
70
歳
以
上
で
住
民
税
非
課
税
の
国

保
世
帯
に
属
し
て
い
る
人

③
70
歳
以
上
の
現
役
並
み
所
得
者
で

所
得
区
分
Ⅰ
（
課
税
所
得
１
４
５
万

円
以
上
３
８
０
万
円
未
満
）
ま
た
は

所
得
区
分
Ⅱ
（
課
税
所
得
３
８
０
万

円
以
上
６
９
０
万
円
未
満
）
に
該
当

す
る
人

※
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
人

は
除
き
ま
す
。
ま
た
、
国
民
健
康
保

険
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
原
則

と
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。

　

医
療
機
関
に
認
定
証
等
を
提
示
す

る
こ
と
に
よ
り
、
ひ
と
月
の
一
医
療

機
関
（
入
院
・
外
来
・
歯
科
は
そ
れ

ぞ
れ
別
計
算
）
で
の
自
己
負
担
が
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
の
有

効
期
限
が
7
月
31
日
㈭
で
す
。
8
月

以
降
医
療
機
関
に
提
示
す
る
場
合
は

新
た
に
申
請
が
必
要
で
す
。
更
新
の

申
請
は
7
月
1
日
㈫
か
ら
受
け
付
け

ま
す
。（(

郵
送
可
）

※
マ
イ
ナ
保
険
証
を
利
用
す
る
こ
と

で
事
前
の
手
続
き
な
く
、
高
額
療
養

費
制
度
に
お
け
る
限
度
額
を
超
え
る

支
払
い
が
免
除
さ
れ
る
た
め
申
請
は

不
要
（
1
年
以
内
に
90
日
以
上
入
院

し
て
い
る
場
合
は
除
く
）
で
す
。

国
民
健
康
保
険

問
合
先　

国
保
年
金
課

広　告

　

来
年
8
月
1
日
以
降
は
マ
イ
ナ

保
険
証
ま
た
は
資
格
確
認
書
・
資

格
情
報
の
お
知
ら
せ
で
の
対
応
と

な
り
、
高
齢
受
給
者
証
の
交
付
は

あ
り
ま
せ
ん
。

この広告掲載についてのお問い合わせは、
株式会社 ウィット（☎ 072-668-3275）へ25 広報いずみさの　　　　　　 2025.7



段
　階 対 象 者 基準額に対す

る割合（倍）
保険料
（円）

本
人
が
住
民
税
非
課
税

1
生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で
老齢福祉年金受給者および本人の前年合計所
得＋課税年金収入が80万9千円以下の人

0.285 23,906

2 世帯全員が住民税非課税で本人の前年合計所得＋課税年金収入が120万円以下の人 0.485 40,682

3 世帯全員が住民税非課税で本人の前年合計所得＋課税年金収入が120万円を超える人 0.685 57,458

4 世帯に住民税課税者がおり、本人の前年合計所得金額＋課税年金収入が80万9千円以下の人 0.9 75,492

5 世帯に住民税課税者がおり、本人の前年合計所得金額＋課税年金収入が80万9千円を超える人 基準額 83,880

本
人
が
住
民
税
課
税

6
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

120万円未満 1.2 100,656
7 120万円以上210万円未満 1.3 109,044
8 210万円以上320万円未満 1.5 125,820
9 320万円以上420万円未満 1.7 142,596
10 420万円以上520万円未満 1.9 159,372
11 520万円以上620万円未満 2.1 176,148
12 620万円以上720万円未満 2.3 192,924
13 720万円以上 2.4 201,312

保険料額（年額）

第
１
号
被
保
険
者

介
護
保
険
料
決
定
通
知
書

を
送
付
し
ま
す

　

第
1
号
被
保
険
者
（
65
歳
以
上
）

の
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
4
月

1
日
現
在
の
世
帯
を
基
準
に
、
昨
年

中
の
合
計
所
得
金
額
や
住
民
税
課

税
・
非
課
税
の
状
況
を
も
と
に
決
定

し
、
7
月
初
旬
に
各
個
人
に
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。
令
和
６
年
に
支
給

さ
れ
た
老
齢
基
礎
年
金
（
満
額
）
が

80
万
円
を
超
え
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

所
得
基
準
の
一
部
に
つ
い
て
、
80
万

円
か
ら
80
万
9
千
円
に
基
準
所
得
金

額
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

■
介
護
保
険
料
の
納
付

　

介
護
保
険
料
は
7
月
に
決
定
す
る

た
め
、
4
月
〜
6
月
ま
で
の
間
を
仮

徴
収
期
間
と
い
い
、
普
通
徴
収
（
納

付
書
や
口
座
振
替
で
の
納
付
）
の
場

合
は
前
年
度
最
終
時
点
の
所
得
段
階

に
応
じ
た
金
額
を
、
ま
た
特
別
徴
収

（
年
金
か
ら
の
差
し
引
き
）
の
場
合

は
2
月
の
介
護
保
険
料
額
と
同
額
を

納
付
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
期
間
の

介
護
保
険
料
額
と
今
回
送
付
す
る
介

護
保
険
料
決
定
通
知
書
に
記
載
の
介

護
保
険
料
額
（
年
間
保
険
料
額
）
と

の
差
額
を
7
月
〜
来
年
3
月
に
納
付

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
介
護
保
険
料
の
減
免
等
の
制
度

　

災
害
な
ど
で
一
時
的
に
収
入
が
減

少
し
た
た
め
保
険
料
が
納
付
で
き
な

く
な
っ
た
場
合
な
ど
に
、
保
険
料
の

徴
収
猶
予
や
減
免
が
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
で
は
生

活
に
困
窮
し
て
い
る
世
帯
（
生
活
保

護
を
受
け
て
い
る
世
帯
は
除
く
）
に

対
し
て
、
下
記
条
件
の
全
て
に
該
当

す
る
場
合
、
介
護
保
険
料
の
一
部
を

減
額
す
る
制
度
を
定
め
て
い
ま
す
。

減
免
条
件

●
被
保
険
者
の
所
得
段
階
が
第
2
段
階

以
上
で
あ
り
、
世
帯
全
員
の
年
間
収
入

合
計
額
が
次
の
額
以
下
で
あ
る
こ
と

・
一
人
世
帯
…
１
０
８
万
円

・
二
人
世
帯
…
１
６
２
万
円

・
三
人
世
帯
…
２
１
６
万
円

以
降
世
帯
人
員
が
一
人
増
え
る
ご
と

に
54
万
円
を
加
算

●
誰
か
ら
も
扶
養
を
受
け
て
い
な
い

●
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い

●
世
帯
全
員
の
銀
行
預
金
、
国
債
、

地
方
債
、
そ
の
他
の
金
融
資
産
の
元

本
の
合
計
金
額
が
３
５
０
万
円
を
超

え
な
い

●
被
保
険
者
に
介
護
保
険
料
の
滞
納

が
な
い

　

減
免
内
容
は
、
申
請
月
以
降
の
介

護
保
険
料
を
通
知
書
記
載
の
所
得
段

階
か
ら
１
段
階
下
の
所
得
段
階
保
険

料
額
に
減
額
し
ま
す
。（
８
月
以
降
の

申
請
の
場
合
は
月
割
計
算
と
な
り
ま

す
。）
減
免
を
受
け
る
に
は
、
減
免
申

請
書
や
資
産
調
査
の
た
め
の
承
諾
書

（
家
族
全
員
分
）
な
ど
を
提
出
し
、
審

査
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
問
い
合
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
の
納
付
は
納
期
限
ま
で
に

　

保
険
料
を
納
期
限
ま
で
に
納
付
し

な
い
場
合
に
は
、
本
来
納
付
す
る

保
険
料
額
に
加
え
て
、
督
促
手
数

料
（
80
円
）
や
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
、

あ
わ
せ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
介
護
認
定
を
受
け
て

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合

は
、
納
付
し
て
い
る
人
と
の
公
平
性

を
保
つ
た
め
に
、
納
付
し
て
い
な
い

期
間
に
応
じ
て
「
給
付
制
限
」
措
置

を
行
う
こ
と
に
な
り
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
た
際
の
一
部
負
担
金
が

通
常
よ
り
高
く
な
っ
た
り
、
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
が
で
き
な
い

期
間
が
生
じ
た
り
し
ま
す
。
安
心
し

て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
め

に
も
、
保
険
料
の
納
付
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

介
護
保
険

問
合
先　

介
護
保
険
課

介護保険負担割合証を送付します
　要支援・要介護認定を受けられている人
へ、昨年中の所得状況・世帯状況をもとに
負担割合を決定し、7月下旬頃に各個人に
負担割合証を送付します。介護保険のサー
ビスを利用するときは、介護保険被保険者
証とともに介護保険負担割合証が必要で
す。 
【利用者負担の割合】サービスを利用した
ときは、実際にかかるサービス費用の1割、
2割、または3割を負担します。 

3割

①②の両方に該当する人
①本人の合計所得金額が220万円以上
②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年
金収入＋その他の合計所得金額」が、
単身世帯＝340万円以上、2人以上世
帯＝463万円以上

2割

3割以外で③④の両方に該当する人
③本人の合計所得金額が160万円以上
④同じ世帯にいる65歳以上の人の「年
金収入＋その他の合計所得金額」が、
単身世帯＝280万円以上、2人以上世
帯＝346万円以上

1割 上記以外の人

普
通
徴
収
の
人
は

口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

口
座
振
替
を
利
用
す
る
と
毎
月

金
融
機
関
で
納
付
す
る
手
間
も
省

け
、
た
い
へ
ん
便
利
で
す
。
家
族

の
口
座
で
も
申
込
が
で
き
ま
す
の

で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

介護保険
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わ
た
し
と
み
ん
な
の

年
金
ポ
ー
タ
ル
を

利
用
し
て
く
だ
さ
い
！

　

わ
た
し
と
み
ん
な
の
年
金
ポ
ー
タ

ル
は
、
年
金
に
関
す
る
情
報
を
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
容
易
に
探
す
た
め

に
、
厚
生
労
働
省
が
作
成
し
た
ポ
ー

タ
ル
サ
イ
ト
で
す
。

　

こ
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
は
自
分

の
日
常
生
活
の
中
の
シ
ー
ン
に
合
わ

せ
た
テ
ー
マ
や
、
年
金
制
度
の
基
本

国民年金
国
民
年
金
保
険
料

令
和
７
年
度
申
請
免
除
・

納
付
猶
予
の
申
請
受
付

　

所
得
基
準
の
審
査
に
基
づ
き
承
認

さ
れ
る
と
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
「
全
額
免
除
（
猶
予
の
場
合
は
全

額
猶
予
）」、「
一
部
免
除
（
一
部
納

付
）」
さ
れ
ま
す
。
毎
年
申
請
が
必

要
で
す
が
、
前
回
申
請
の
際
に
来
年

度
以
降
の
継
続
申
請
を
希
望
し
、
全

額
免
除
も
し
く
は
納
付
猶
予
の
承
認

を
受
け
た
人
は
、
不
要
で
す
。

■
対
象

対
象
期
間　

７
月
〜
来
年
６
月
分

※
過
去
2
年
間
に
免
除
し
忘
れ
て
い

る
期
間
が
あ
る
場
合
、
そ
の
期
間
も

申
請
で
き
ま
す
。

所
得
審
査
対
象　

申
請
者
本
人
、
配

偶
者
お
よ
び
世
帯
主
（
納
付
猶
予
の

場
合
は
本
人
、
配
偶
者
の
み
）

※
学
生
納
付
特
例
の
適
用
が
可
能
な

期
間
が
あ
る
場
合
、
そ
の
期
間
は
学

生
納
付
特
例
が
優
先
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
任
意
加
入
の
人
は
申
請
免
除
・

納
付
猶
予
の
対
象
外
で
す
。

■
申
請
方
法

受
付　

7
月
1
日
㈫
以
降
に
、
市
役

所
1
階 

国
保
年
金
課
窓
口

必
要
な
も
の　

個
人
番
号
（
通
知
カ

ー
ド
の
場
合
は
本
人
確
認
書
類
も
必

要
）
も
し
く
は
基
礎
年
金
番
号
が
確

認
で
き
る
も
の

※
失
業
を
理
由
と
し
て
免
除
申
請
を

行
う
場
合
、
別
に
証
明
書
等
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を

利
用
し
た
電
子
申
請
も
で
き
ま
す
の

で
、
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

■
承
認
を
受
け
た
期
間
は
…

●
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な

期
間
に
含
ま
れ
ま
す

●
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎

年
金
の
納
付
要
件
に
も
対
応
し
ま
す

●
年
金
額
算
定
の
際
、
申
請
免
除
の

場
合
は
保
険
料
を
全
額
納
め
た
場
合

の
期
間
と
比
べ
、
次
の
表
の
と
お
り

計
算
さ
れ
ま
す
。
な
お
納
付
猶
予
の

場
合
、
年
金
額
の
計
算
に
含
み
ま
せ

ん
。

※
一
部
納
付
額
が
未
納
の
ま
ま
の
場

合
、
一
部
免
除
も
無
効
（
未
納
と
同

じ
）
に
な
り
ま
す
。

■
保
険
料
の
追
納

　

免
除
（
一
部
免
除
は
納
付
済
期

間
）・
納
付
猶
予
承
認
期
間
の
年
金

保
険
料
は
承
認
を
受
け
た
月
以
降
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
追
納
（
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
）が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
3
年
度
目
以
降

に
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
は
、
承

認
を
受
け
た
当
時
の
保
険
料
額
に
経

過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ

さ
れ
ま
す
。

種類 年金額
　全額免除 1/2

一
部
免
除

4分の1納付
（一部納付額

4,380円）
5/8

2分の1納付
（一部納付額

8,760円）
3/4

4分の3納付
（一部納付額

13,130円）
7/8

的
な
仕
組
み
な
ど
、
よ
く
あ
る
年
金

制
度
の
疑
問
を
Q
＆
A
形
式
で
説
明

し
、
具
体
的
な
内
容
を
掲
載
し
て
い

る
ペ
ー
ジ
に
案
内
す
る
も
の
で
す
。

　

専
門
用
語
を
で
き
る
だ
け
使
用
せ

ず
、
図
や
イ
ラ
ス
ト
に
よ
る
解
説
で

シ
ン
プ
ル
に
説
明
し
て
お
り
、
年
金

に
つ
い
て
知
り
た
い
こ
と
が
す
ぐ
に

探
せ
る
「
入
口
」
と
し
て
利
用
で
き

ま
す
。

▶
わ
た
し
と
み
ん
な

の
年
金
ポ
ー
タ
ル

国
民
年
金

問
合
先　

国
保
年
金
課

広　告
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度

問
合
先

●
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
保
険
料
…
☎
06
・
４
７
９

０・
２
０
２
８
、
給
付
事
務
…
☎

06
・
４
７
９
０・
２
０
３
１
）

●
国
保
年
金
課

後期高齢

医
療
機
関
等
の
窓
口
で
の

負
担
割
合

　

医
療
機
関
で
の
負
担
割
合
は
、
一

般
所
得
者
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の

人
は
１
割
、
一
定
以
上
の
所
得
の
あ

る
人
は
2
割
、
現
役
並
み
所
得
の
人

は
３
割
と
な
り
ま
す
。負
担
割
合
は
、

4
月
〜
7
月
ま
で
は
前
年
度
、
8
月

〜
来
年
3
月
ま
で
は
当
該
年
度
の
住

民
税
課
税
所
得
（
各
種
所
得
控
除
後

の
所
得
額
）を
用
い
て
判
定
し
ま
す
。

※
当
該
年
度
に
よ
る
判
定
は
毎
年
8

月
1
日
に
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
有

効
期
限
内
で
も
、
世
帯
の
状
況
や
所

得
の
更
正
等
に
よ
り
、
負
担
割
合
が

変
わ
る
こ
と
が
あ
り
、
後
日
、
差
額

の
2
割
も
し
く
は
１
割
相
当
額
の
請

求
、
ま
た
は
、
還
付
を
さ
せ
て
い
た

だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
3
割
負
担

同
一
世
帯
に
令
和
７
年
度
の
住
民
税

課
税
所
得
（
各
種
所
得
控
除
後
の
所

得
額
）
が
１
４
５
万
円
以
上
の
被
保

険
者
が
い
る
場
合

※
こ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者

は
、
個
人
の
令
和
7
年
度
の
住
民
税

が
課
税
さ
れ
る
所
得
額
（
各
種
所
得

控
除
後
の
所
得
額
）
が
、
１
４
５
万

円
未
満
で
あ
っ
て
も
3
割
負
担
と
な

り
ま
す
。

■
2
割
負
担

●
3
割
負
担
に
該
当
せ
ず
、
同
一
世

帯
に
令
和
７
年
度
の
住
民
税
課
税
所

得
（
各
種
所
得
控
除
後
の
所
得
額
）

が
28
万
円
以
上
の
被
保
険
者
が
い
る

場
合
で
以
下
に
該
当
す
る
場
合

・
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
一
人
の

場
合

　
「
年
金
収
入(

注
1)

＋
そ
の
他
の

合
計
所
得
金
額(

注
2)

」
が
２
０
０

万
円
以
上
の
場
合

・
同
一
世
帯
に
被
保
険
者
が
複
数
い

る
場
合

　
「
年
金
収
入(

注
1)

＋
そ
の
他
の

合
計
所
得
金
額(

注
2)

」
の
合
計
が

３
２
０
万
円
以
上
の
場
合

■
1
割
負
担

●
3
割
負
担
ま
た
は
2
割
負
担
に
該

当
し
な
い
場
合

※
住
民
税
課
税
所
得
（
各
種
所
得
控

除
後
の
所
得
額
）
が
１
４
５
万
円
以

上
の
場
合
で
も
、
同
一
世
帯
の
被
保

険
者
（
注
３
）
の
賦
課
の
も
と
と
な

る
所
得
金
額
（
注
４
）
の
合
計
額
が

２
１
０
万
円
以
下
の
場
合
は
3
割
負

担
で
は
な
い
判
定
と
な
り
ま
す
。

（
注
1
）
…
「
年
金
収
入
」
に
は
遺

族
年
金
や
障
害
年
金
は
含
み
ま
せ

ん
。

（
注
2
）
…
「
そ
の
他
の
合
計
所
得

金
額
」
と
は
事
業
収
入
や
給
与
収
入

等
か
ら
、
必
要
経
費
や
給
与
所
得
控

除
等
を
差
し
引
い
た
後
の
金
額
の
こ

と
で
す
。

（
注
3
）
…
昭
和
20
年
1
月
2
日
以

降
生
ま
れ
の
被
保
険
者
お
よ
び
こ
の

人
と
同
じ
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者

が
対
象
に
な
り
ま
す
。

（
注
4
）
…
賦
課
の
も
と
と
な
る
所

得
金
額
と
は
、
前
年
の
総
所
得
金
額

お
よ
び
山
林
所
得
金
額
な
ら
び
に
他

の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所

得
の
金
額
の
合
計
額
か
ら
基
礎
控
除

　

3
割
負
担
と
判
定
さ
れ
た
場
合

で
も
、
要
件
に
該
当
す
る
人
は
、

国
保
年
金
課
窓
口
に
申
請
（
後
期

高
齢
者
医
療
基
準
収
入
額
適
用
申

請
）
す
る
こ
と
で
、
申
請
し
た
月

の
翌
月
か
ら
、
2
割
負
担
ま
た
は

1
割
負
担
に
変
更
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
資
格
確
認
書
に
同
封

の
し
お
り
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療

 

資
格
確
認
書
を
発
行

　

新
し
い
資
格
確
認
書
（
桃
色
）
は
、

7
月
下
旬
ま
で
に
簡
易
書
留
で
送
付

し
ま
す
。
有
効
期
限
は
令
和
8
年
7

月
31
日
㈮
ま
で
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
新
し
い
資
格
確
認
書
は
、
届
い

た
と
き
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。ま
た
、

現
在
お
持
ち
の
被
保
険
者
証
ま
た
は

資
格
確
認
書
（
薄
緑
色
）
の
有
効
期

限
は
7
月
31
日
㈭
ま
で
と
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
以
後
は
使
用
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
新
し
い
資
格
確
認
書
が
届
き

ま
し
た
ら
、
破
棄
す
る
か
、
国
保
年

金
課
窓
口
へ
返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

■
資
格
確
認
書

　

新
た
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
た
場
合
や
、
自
己
負
担
割
合

な
ど
の
券
面
記
載
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
は
、「
資
格
確
認
書
」
を
交
付

し
ま
す
。
病
院
な
ど
で
医
療
を
受
け

る
と
き
は
、
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

■
限
度
区
分

●
令
和
6
年
12
月
1
日
以
前
に
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
お
持

ち
の
人
、
お
よ
び
令
和
6
年
12
月
2

日
以
降
に
併
記
申
請
を
さ
れ
た
人
に

は
、
自
動
的
に
限
度
区
分
が
併
記
さ

れ
ま
す
。

●
新
た
に
併
記
を
希
望
す
る
場
合
は 

申
請
が
必
要
で
す
。 

必
要
な
書
類

は
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
で
す
。

■
臓
器
提
供
の
意
思
表
示

　

資
格
確
認
書
裏
面
で
臓
器
提
供
の

意
思
表
示
が
で
き
ま
す
。

額
を
控
除
し
た
額
で
す
。（
雑
損
失

の
繰
越
控
除
額
は
控
除
し
ま
せ
ん
。）

ま
た
、
基
礎
控
除
額
は
地
方
税
法
第

３
１
４
条
の
2
第
2
項
に
定
め
る
金

額
に
な
り
ま
す
。（
例
：
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
２
，
４
０
０
万
円
以

下
の
場
合
、
43
万
円
）

※
令
和
4
年
10
月
1
日
〜
令
和
7
年

9
月
30
日
ま
で
の
間
に
窓
口
負
担
割

合
が
1
割
か
ら
2
割
と
な
る
人
に

は
、
月
々
の
外
来
医
療
の
負
担
増
加

額
が
３
，
０
０
０
円
ま
で
と
な
る
配

慮
措
置
が
あ
り
ま
す
。
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